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議案第３９号 説明資料 

 

 

ひたちなか市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

１．国保税率見直しの経緯 

  本市の国民健康保険では，令和４年度に１８年ぶりとなる税率改正を行って以降，

税率を据え置いてきましたが，想定を上回る国保財政の悪化により，一般会計から積

み立てた基金は７年度には枯渇する見通しとなりました。 

このため，将来にわたり安定して運用できるよう，加入者の急激な負担増とならな

いように負担軽減を図りながら，７年度から９年度にかけて段階的に「１人当たり年

平均９，０００円」（合計２７，０００円）を増額していくこととしたところです。 

 【内訳】 ６年度の標準保険税額（本来必要な税額）と実際の課税額との差額 

：約２４，０００円 

      子ども・子育て支援納付金分（８年度以降） ：約 ３，０００円 

 

２．令和８年度の国保税率案 

 ８年度においては，「診療報酬の増額改定」等による「１人当たり医療費」の増加等

が見込まれる一方で，「社会保険の適用拡大」等による被保険者の減少や「給与所得控

除の見直し」による国保税収の減少が見込まれる中，国保の安定的な運営に向けて引

き続き税率改正を行おうとするものです。 

（１）令和７年度税率改正の結果 

 「１人当たり国保税額」は前年度より９，０００円増となる見込みであったところ， 

１３，６００円増の１１９，６００円となりました。 

そのうちの上振れ分４，６００円は，「農業所得」や「株式譲渡による所得」の増額 

を主な要因と分析しました。 

（２）令和８年度の税率案の考え方 

税率案については，計画した増額分から大幅な乖離が生じないよう，７年中の所得

の上振れ分を見込み，７年度上げ幅と同様の税率から減額調整をした税率とするよう

算出しています。 

                                     

 

なお，税率案については，ひたちなか市国民健康保険運営協議会において税率算出

の考え方を含め諮問を行い，「適当である」と答申を得ています。 

〇税率案のイメージ図 
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３．条例改正の内容（改正条項順） 

（１）子ども・子育て支援納付金課税額の新設 

  <改正条項 第２条>（新旧対照表 ５～６ページ） 

  第１項 国民健康保険税の課税額 

課税項目 

基礎課税額 

後期高齢者支援金等課税額 

介護納付金課税額 

子ども・子育て支援納付金課税額【新設】 

  

  第５項 子ども・子育て支援納付金課税額の対象となる課税項目の内訳 

課税項目の内訳 

所得割額【新設】 

均等割額【新設】※ 

１８歳以上均等割額【新設】※ 

※１８歳未満の被保険者に対する「均等割額」は全額軽減され，その軽減分を１８歳以上被保

険者で按分した額が「１８歳以上均等割額」となります。 

なお，１８歳以上被保険者とは，地方税法第７０３条の４第３０項に規定される，１８歳に

達する日以後の最初の３月３１日の翌日以後である被保険者となります。 

     

 

（２）国民健康保険税の税率に係る改正 

<改正条項 第３条から第７条の４>（新旧対照表 ６～７ページ） 

課税項目 
改正前 改正後 

所得割額 均等割額 所得割額 均等割額 

基礎課税額 7.16％ 41,700 円 7.23％ 44,000 円 

後期高齢者支援金等課税額 2.50％ 14,800 円 2.60％ 16,100 円 

介護納付金課税額 2.11％ 14,800 円 2.26％ 15,800 円 

子ども・子育て支援納付金 

課税額【新設】 

  

0.23％ 

均等割額 

1,600 円 

１８歳以上均等割額 

100 円 

※税率を算定する際には，地方税法施行令の一部改正（３月末予定）に基づき，本条例改正予定の課

税限度額を考慮しています。（基礎課税額：６６万円→６７万円，子ども分：３万円（新設）） 
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（３）国民健康保険税の減額に係る改正 

①低所得者に対する均等割額の７割・５割・２割の軽減額 

<改正条項 第１９条第１項>（新旧対照表 ７～１０ページ） 

課税項目 区分 ７割軽減額 ５割軽減額 ２割軽減額 

基礎課税額 
改正前 29,190 円 20,850 円 8,340 円 

改正後 30,800 円 22,000 円 8,800 円 

後期高齢者支援金等課税額 
改正前 10,360 円 7,400 円 2,960 円 

改正後 11,270 円 8,050 円 3,220 円 

介護納付金課税額 
改正前 10,360 円 7,400 円 2,960 円 

改正後 11,060 円 7,900 円 3,160 円 

子ども・子育て支援納付金 

課税額 
【新設】 1,120 円 800 円 320 円 

 

 （参考）低所得者に対する軽減のイメージ図（基礎課税額の場合） 

７割軽減 30,800 円（７割軽減） 
13,200 円 

（均等割額） 

     

５割軽減 22,000 円（５割軽減） 22,000 円(均等割額) 

     

２割軽減 
8,800 円 

（２割軽減） 
35,200 円(均等割額) 

   

軽減なし 44,000 円(均等割額) 

 

 

②未就学児に対する均等割額の軽減額 

<改正条項 第１９条第２項>（新旧対照表 １０～１１ページ） 

課税項目 区分 ７割軽減額 ５割軽減額 ２割軽減額 軽減なし 

基礎課税額 
改正前 6,255 円 10,425 円 16,680 円 20,850 円 

改正後 6,600 円 11,000 円 17,600 円 22,000 円 

後期高齢者支援金等課税額 
改正前 2,220 円 3,700 円 5,920 円 7,400 円 

改正後 2,415 円 4,025 円 6,440 円 8,050 円 

子ども・子育て支援納付金

課税額 
【新設】 240 円 400 円 640 円 800 円 
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（参考）未就学児に対する軽減のイメージ図（基礎課税額の場合） 

７割軽減 
30,800 円 

（７割軽減） 

6,600 円 

 

6,600 円 

（均等割額） 

    

５割軽減 
22,000 円 

（５割軽減） 

11,000 円 

（未就学児軽減） 

11,000 円 

（均等割額） 

    

２割軽減 
8,800 円 

（２割軽減） 

17,600 円 

（未就学児軽減） 

17,600 円 

（均等割額） 

   

軽減なし 
22,000 円 

（未就学児軽減） 

22,000 円 

（均等割額） 

 

 

③出産被保険者に対する所得割額及び均等割額の軽減 

<改正条項 第１９条第３項>（新旧対照表 １１ページ） 

      課税項目の内訳 

基礎課税額 

後期高齢者支援金等課税額 

介護納付金課税額 

子ども・子育て支援納付金課税額のうち「所得割額」，「均等割額」※ 

※子ども・子育て支援納付金課税額のうち「１８歳以上均等割額」は，地方税法施行令の 

一部改正（３月末予定）に基づき，軽減となる課税項目の内訳に追加する本条例の改正を 

行う予定です。 

 

 

（４）小学生から高校生世代までの均等割額の市独自減免の継続 

  <改正条項 付則第１７項>（新旧対照表 １６ページ） 

   税率改正による影響を緩和するための措置として，８年度分の国民健康保険税の

減免についても，７年度と同様に小学生から高校生世代までの均等割額を５割減免

するため，所要の改正を行おうとするものです。 

 

（未就学児軽減） 



　

世帯構成 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯

数 4,497 1,954 705 264 84 25 5 1 1

世帯収入 世帯所得 割合 59.67% 25.93% 9.36% 3.50% 1.11% 0.33% 0.07% 0.01% 0.01% エリア影響額（年間） 世帯数 割合

（給与） 小計 85.6%

55万円 0円 4,315 3,137 850 239 67 14 7 1 0 0 ⓪ 影響額なし 0 0.00%

57.3%

155万円 100万円 1,337 704 428 137 52 12 3 1 0 0 千  1万円未満 5,447 72.28%

17.7%

小計 75.0%

約298万円 200万円 858 365 323 102 49 16 2 1 0 0 ① １万円台 573 7.60%

11.4%

430万円 300万円 400 133 142 89 28 7 1 0 0 0 ② ２万円台 922 12.23%

5.3%

約556万円 400万円 202 61 77 45 10 8 1 0 0 0 ③ ３万円台 430 5.71%

2.7%

約678万円 500万円 107 32 38 16 12 6 2 1 0 0 ④ ４万円台 160 2.12%

1.4%

約790万円 600万円 86 19 29 17 12 5 4 0 0 0 ⑤ ５万円台 4 0.05%

1.1%

895万円 700万円 39 7 14 7 6 4 1 0 0 0

0.5%

995万円 800万円 41 6 7 18 7 2 1 0 0 0

0.5%

約1100万円 900万円 24 4 7 9 2 2 0 0 0 0

0.3%

約1200万円 1,000万円 127 29 39 26 19 8 3 1 1 1 一部限度額超過

1.7%

世帯数計 7,536 4,497 1,954 705 264 84 25 5 1 1 7,536 100%

※世帯条件（各階層とも所得１名）※軽減判定：7割・5割・2割適用  ※18歳未満は均等割の5割減免適用

介護分：１名

介護分：２名

介護分：２名，18歳未満：１名

介護分：２名，18歳未満：２名

介護分：２名，18歳未満：３名

介護分：２名，18歳未満：４名

介護分：２名，18歳未満：５名

介護分：２名，18歳未満：６名

介護分：２名，18歳未満：７名

２人世帯

１人世帯

９人世帯

３人世帯

４人世帯

５人世帯

６人世帯

７人世帯

８人世帯

千

①

⑤

①
②

③

④④ ③

③



　

世帯構成 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯

数 7,243 2,405 285 68 32 4 2 0 0

世帯収入 世帯所得 割合 72.15% 23.96% 2.84% 0.68% 0.32% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% エリア影響額（年間） 世帯数 割合

（給与） 小計 96.1%

55万円 0円 5,973 5,198 625 112 26 10 2 0 0 0 ⓪ 影響額なし 0 0.00%

59.5%

155万円 100万円 2,271 1,300 894 59 13 5 0 0 0 0 千 １万円未満 8,239 82.07%

22.6%

小計 82.1%

約298万円 200万円 1,040 474 501 44 10 9 0 2 0 0 ① １万円台 1,229 12.24%

10.4%

430万円 300万円 389 139 209 28 10 3 0 0 0 0 ② ２万円台 387 3.85%

3.9%

約556万円 400万円 114 45 58 8 1 1 1 0 0 0 ③ ３万円台 163 1.62%

1.1%

約678万円 500万円 76 27 31 12 5 1 0 0 0 0 ④ ４万円台 21 0.21%

0.8%

約790万円 600万円 43 12 24 5 1 1 0 0 0 0

0.4%

895万円 700万円 35 12 18 3 0 2 0 0 0 0

0.3%

995万円 800万円 16 10 3 2 0 0 1 0 0 0

0.2%

約1100万円 900万円 20 6 9 4 1 0 0 0 0 0

0.2%

約1200万円 1,000万円 62 20 33 8 1 0 0 0 0 0 一部限度額超過

0.6%

世帯数計 10,039 7,243 2,405 285 68 32 4 2 0 0 10,039 100.00%

※世帯条件（各階層とも所得１名）※軽減判定：7割・5割・2割適用  ※18歳未満は均等割の5割減免適用

介護分：０名

介護分：０名

介護分：０名，18歳未満：１名

介護分：０名，18歳未満：２名

介護分：０名，18歳未満：３名

介護分：０名，18歳未満：４名

介護分：０名，18歳未満：５名

介護分：０名，18歳未満：６名

介護分：０名，18歳未満：７名９人世帯

３人世帯

４人世帯

５人世帯

６人世帯

７人世帯

８人世帯

２人世帯

１人世帯

①

④

①

③

④

②

千

④



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

参考資料①（令和 8 年 3 月定例会 3 月 25 日文教福祉委員会） 

 

ひたちなか市社会福祉協議会の概要 

 

社会福祉協議会(社協)は、人と人との連帯、心のふれあう中から支えあう福祉の

実践を通して行う「福祉のまちづくり」を目指して、住民主体のもとに各種福祉事業

を行う民間の団体です。 

 

［沿革］ 

   平成 7 年 1 月 27 日 社会福祉法人許可（茨城県知事） 

   〔法人登記 平成 7 年 4 月 20 日〕 

 

平成 7 年 4 月 1 日に旧勝田市社会福祉協議会と旧那珂湊市社会福祉協議 

会が合併し、ひたちなか市社会福祉協議会となる 

     

平成 11 年に財団法人ひたちなか市高齢者福祉事業団と合併 

 

〔根拠法令〕 

    社会福祉法第 109 条 

 

 

〔役員・職員構成〕 

      役員 ：理事 12 名 監事 2 名、 評議員：25 名     

職員 ：事務局長 1 名 

事務局次長 1 名 

正規職員 35 名 

再任用職員 3 名 

会計年度雇用職員 39 名 

専門職員 33 名 

その他の職員（臨時・パート等） 23 名 

 計 135 名 

 

                ※令和７年 11 月 1 日現在 

 

 



参考資料②令和8年3月定例会3月25日文教福祉委員会





令和7年4月1日現在

係名 主な業務

総務係 法人運営に関すること

係長 会計・経理・予算の編成及び決算

社協会費

職員管理・福利厚生

庶務

管理運営施設の総括

総合福祉センター管理運営「指定管理」

役員・評議員に関すること

地域福祉係 地域福祉推進体制整備事業「委託」

係長 手話奉仕員等養成研修事業「委託」

ボランティア活動センターの運営

福祉教育

善意銀行

ファミリー・サポート・センター事業「委託」

災害ボランティアネットワーク

福祉用具（車椅子）貸出し

社協支部との連絡調整

総合企画委員会・地域福祉活動計画推進

福祉バス運営「委託」

共同募金運動

高齢者クラブ育成指導

高齢者生きがい対策事業「委託」

サロン活動育成指導

高齢者外出支援事業

障害者理解促進事業「委託」

福祉団体の助言指導

地域支援係 成年後見中核機関「委託」

係長 法人後見事業

日常生活自立支援事業「委託」

小地域ネットワーク事業「委託」

高齢者相談事業

生活福祉資金貸付事業

小口貸付事業

食料支援事業

那珂湊事務所 那珂湊総合福祉センター管理運営「指定管理」

ふれあい交流館管理運営「指定管理」

広報啓発事業

金婚祝賀会

法制 社会福祉大会

老人福祉センター等管理運営「委託」

高齢者生きがい対策事業「委託」※高齢者大学

係長 地域活動支援センター事業「指定管理」　⇒　廃止

障害福祉通所サービス事業所「自主」

相談支援事業

　相談支援事業（基幹型・一般）「委託」

　計画相談「自主」

係長

係長 金上ふれあいセンター管理運営「指定管理」

勝田一中地域包括支援センター事業「委託」

勝田一中小地域ケア会議「委託」

認知症地域支援事業「委託」

介護保険事業　「自主」

　居宅介護支援事業

　介護予防支援事業

　訪問介護事業・障がいサービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業「委託」

参考資料③（令和8年3月定例会 3月25日文教福祉委員会）

常務理事　兼
事務局長

令和7年度  社会福祉法人ひたちなか市社会福祉協議会業務図

会    長

副 会 長

課長補佐

統括

事務局次長
地域福祉課長

課長補佐

発達支援事業 「指定管理」　⇒　「委託」

課長補佐 兼

那珂湊事務所長

課長補佐 兼
相談支援事業所
センター長

課長補佐

共生福祉課長

介護福祉課長



令和８年３月２５日 

文教福祉委員会資料 

子ども部幼児保育課 

 

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）の実施について 

 

１ 概要 

 すべての子どもの育ちを応援し，すべての子育て家庭に対して，多様な働き方

やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため，保護者の就労を要

件としない新たな通園給付として，「こども誰でも通園制度」（１月あたり１０時間

まで利用可能）が令和８年４月から全国で実施されます。 

 

２ 対象者 

 保育所等を利用していない０歳６か月から満３歳未満の子ども 

 

３ 本市の運営内容 

  実 施 場 所 子育て支援センターひまわり（つだ保育所内） 

 ※令和８年度中に佐野幼稚園へ移転予定 

  開 設 日 月曜日～金曜日（祝日，年末年始を除く） 

  開 設 時 間 午前の部  ９時～１１時３０分 

 午後の部 １３時～１５時３０分 

  利 用 方 法 定期利用（利用する曜日や時間を固定して定期的に通園） 

  利用可能時間 月１０時間まで 

  利 用 回 数 午前の部，午後の部いずれかを月４回 

  利 用 料 金 １回７５０円（１時間あたり３００円×２．５時間） 

  利 用 定 員 １日あたり１０人 

 

４ 利用までの流れ 

 国が提供する「こども誰でも通園支援総合システム」により，原則としてオンラ

インでの手続きになります。 
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給与収入

162万5千円以下 55万円

180万円以下 収入金額×40％-10万円

190万円以下

360万円以下 収入金額×30％+8万円

65万円

収入金額×30％+8万円

  
 
 

令和８年第１回３月定例会  
文 教 福 祉 委 員 会  
保健福祉部介護保険課  

 

〇議案第４７号 ひたちなか市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

 

介護保険条例の一部を改正する条例制定について，以下の４つのポイントがございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ポイント１ 【令和７年度税制改正】 

上記の表をご覧ください。こちらは，「令和６年と令和７年以降における給与所得控除を比較し

た表」になります。１．令和７年度税制改正の赤矢印が示すとおり，令和７年度税制改正におい

て，物価上昇への対応とともに就労調整にも対応するとの観点から，給与所得控除の最低保障

額が５５万円から６５万円へ引き上げられました。  

 

＊ポイント２ 【介護保険法施行令の改正】 

介護保険事業は介護保険事業計画（現在は令和６～８年度第９期計画）に基づき，介護保険

料収入を見込んで運営しています。しかし，令和７年度税制改正によって，介護保険料収入が

減少する可能性が懸念されました。そのため青矢印のとおり，介護保険法施行令の一部が改正

され，税制改正前の基準に基づき算定されることとなりました。（＊厚生労働省より「介護保険法

施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第 420 号）を令和 7年 12 月 17 日に公布」） 

 

１．令和７年度税制改正 

２．介護保険法施行令の改正 

令和６年 令和７年以降 

補足説明資料 
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＊ポイント３ 【特例減免措置】 

この介護保険法施行令の改正によって，引き続き令和８年度も非課税の範囲内に収まるよう

就労調整を行った者が，介護保険料の算定上では課税者（みなし課税者）として判定されてしま

う場合が想定されます。 

そのため，厚生労働省の事務連絡（令和８年１月９日付）により，「就労調整を行う場合につい

ては，介護保険法第１４２条に基づき，令和８年度も引き続き住民税非課税となるよう，住民税非

課税者として判定する保険料段階まで減免できることとする」考えが示されました。 

（介護保険法第１４２条） 

市町村は条例で定めるところにより，特別な理由がある者に対し，保険料を減免し，又は 

その徴収を猶予することができる。」 

⇒従いまして，本市の介護保険条例に令和８年度分のみとする当該減免についての付則を

定め，本年４月１日から適用できるよう一部改正を行おうとするものであります。 

 

〔減免対象となる事例〕 ※別表 1を参照 

▶税制改正前の算定基準では，本人かつ世帯員が住民税非課税でありますが，税制改正後の

介護保険料の算定基準では，世帯員のいずれかが住民税課税として判定される事例が考えら

れます。 

▶税制改正前の介護保険料の算定基準では，本人が住民税非課税でありますが，税制改正

後の算定基準では，本人が住民税課税となる事例が考えらます。 

※本人または世帯員が，令和７年度（令和６年分）の住民税非課税者で今般の政令改正により，令和 

８年度保険料算定において課税の判定となった者を前提とします。 

 

＊ポイント４【職権による減免】 

減免については，厚生労働省より「本人の個別申請によらずシステム上の対応を可能とする。」

と示されていることから，条例において職権により減免する規定を定めるものであります。 



・生活保護者

・老齢福祉年金受給者

・本人年金収入等

　82.65万円以下

本人年収入等

82.65万円超120万

円以下

本人年収入等120万

円超

本人年収入等

82.65万円以下

本人年収入等

82.65万円超

合計所得金額120万

円未満

合計所得金額120万

円以上210万円未満

合計所得金額210万

円以上320万円未満

合計所得金額320万

円以上420万円未満

合計所得金額420万

円以上520万円未満

合計所得金額520万

円以上620万円未満

合計所得金額620万

円以上720万円未満

合計所得金額

7２0万円以上

介護保険料減免対象者

(令和８年度予定）
2.4

第１３段階

2.3

第１２段階

2.1

第１１段階

1.9

第１０段階

1.7

1.5

第８段階

1.3

第７段階

1.2

第６段階

第９段階

1

第５段階

0.9

0.285

第１段階

第４段階

0.69

0.685

第３段階

0.485

第２段階
0.455

※前提条件：本人または世帯員が，令和７年度（令和６年分）の住民税非課税者で今般の政令改正により，令和８年度保険料算定において課税の判定となった者

課税/非課

税判定

保険料段階

状況

この間の移動による減免はなし この間の移動による減免はなし

この間の移動による減免はなし

世帯全員が住民税非課税 世帯に課税者がいる

本人が住民税課税

税制改正前の算定では，本人かつ世帯全員が住民税非課税

税制改正後の算定では，世帯員のいずれかが住民税課税

税制改正前の算定では，本人が住民税非課税

税制改正後の算定では，本人が住民税課税

別表１

①減免対象

②減免対象

本人が住民税非課税



令和８年３月 文教福祉委員会資料

令和８年３月25日（水）
保健福祉部 福祉事務所 高齢福祉課 P.01



令和８年３月 文教福祉委員会資料老人福祉センターのあり方及び今後の方針について

👉この方針に基づき，老人福祉センターについても必要性とあり方を検討することとしました。

公共施設については，現状維持を前提とせず，不断の見直しによって既存施設の
集約・複合化や多機能化を検討し，サービス水準の維持・向上に努めながら施設
保有量の適正化を図り，維持管理や更新等に要するトータルコストの縮減を目指
します。

成熟社会における
施設利用者の減少
＋市民ニーズの多様化

人口減少社会における
社会保障関連経費の増加
＋市税収入の減少

財務・供給・品質は
表裏一体

（バランスが重要）

経済成⾧期に集中整備され
老朽化施設の増加
＋社会環境の変化

「人口減少社会を見据えた施設保有量の適正化と安全性の確保」が必要

■公共施設マネジメントの全体像

財源が減少する中で
施設保有量や安全性を
どのように調和していくか施設

保有量
（供給）

安全性・
サービス
（品質）

財源
（財務）

P.02

（「ひたちなか市公共施設保全計画」より抜粋）



令和８年３月 文教福祉委員会資料老人福祉センターのあり方及び今後の方針について

①～③を踏まえて，老人福祉センターの果たすべき役割と課題について検討し，今後の

あり方を整理する必要があります。

P.03



令和８年３月 文教福祉委員会資料老人福祉センターのあり方及び今後の方針について

「住み慣れた地域で、最期まで自分らしい暮らしを続ける」ための包括的な支援体制
（地域包括ケアシステム）の深化・推進 P.04



令和８年３月 文教福祉委員会資料老人福祉センターのあり方及び今後の方針について

名 称 所 在
開館日

（築年数）
延床面積 敷地面積

大島荘
西大島3丁目16-1
（総合福祉センター内）

S61.10.24
（築39年）

754㎡
―
（総合福祉センター合築）

みなと荘
南神敷台17-6
（那珂湊総合福祉センター内）

H7.10.1
（築30年）

365㎡
―
（那珂湊総合福祉センター合築）

高場荘 高場594-2
H5.4.7

（築32年）
1,347㎡ 3,611㎡（うち借地2,611㎡）

【各館共通】
管理状況…委託（委託事業者：ひたちなか市社会福祉協議会）
利 用 料…無料
対 象 者…市内に住所を有する60歳以上
休 館 日…土・日・祝日・12月28日ʙ翌年1月4日

P.05



令和８年３月 文教福祉委員会資料老人福祉センターのあり方及び今後の方針について

45,728 
46,304 

46,972 
47,543 48,039 

48,346 48,832 
49,244 49,681 

50,123 50,412 50,685 
51,026 

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

施設利用者と対象者の推移
大島荘 みなと荘 高場荘 各年度末時点の60歳以上住基人口

利用者数[人] 60歳以上人口[人]

※R2.3.1ʙ6.15，R3.1.19ʙ3.31，R3.8.6ʙ9.12はコロナウイルス感染防止のため全館休館
※令和2年度末に入浴施設廃止

P.06



令和８年３月 文教福祉委員会資料老人福祉センターのあり方及び今後の方針について

これらの課題は本市だけでなく全国的なものであり，これに起因して検討を行う

自治体が増えています

【分析結果】

P.07



令和８年３月 文教福祉委員会資料老人福祉センターのあり方及び今後の方針について

シルバーリハビリ体操／元気アップ体操／フレイル予防教室／リエイブルメント型教室 などの開催 P.08



令和８年３月 文教福祉委員会資料老人福祉センターのあり方及び今後の方針について

現在行われている施策において，代替性の有無を検討した結果・・・

P.09



令和８年３月 文教福祉委員会資料老人福祉センターのあり方及び今後の方針について

◎高場荘

◎大島荘・みなと荘

P.10



令和８年３月 文教福祉委員会資料老人福祉センターのあり方及び今後の方針について

P.11



p. 1 

 

学校部活動の地域展開に係る地域クラブ活動の認定導入について 

 

国の部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドラインの発出に伴

い、競技力向上を主目的としたチーム・スクール等との区別や参加する生徒の安全、安心

を担保する観点から、国のガイドラインに基づき認定制度を導入します。 

 

１．認定制度について 

 ■１ 認定要件のポイント（国が定めた認定要件） 

（１）生徒が希望する活動に主体的に参加でき、豊かで幅広い活動機会に寄与するもの 

（２）適切な活動時間や休養日が設定されていること 

（３）できる限り低廉な参加費が設定されていること 

（４）適切な指導の実施体制が確保されていること 

（５）適切な安全確保の体制が確保されていること 

（６）適切な運営体制が確保されていること 

（７）学校との連携が適切に行われていること 

 

■２ 認定した地域クラブ活動を実施する団体への支援 

（１）活動運営に関する費用の補助 

（２）活動場所の優先利用（中学校体育施設） 

（３）活動周知（市ＨＰ、保護者連絡用アプリ（Ｈ＆Ｓ）） 

 

２．準認定制度について 

上記認定制度の他、生徒の活動機会を広く確保することや、参加する生徒の安全、安心

を担保することを主目的とした本市独自の準認定地域クラブ制度を導入します。 

・多くの活動団体に参画していただけるよう上記要件の一部を緩和 

（生徒の安全、安心を担保する要件のみを抽出） 

・準認定を受けた団体への支援は、■２（２）、（３）のみ  

令和８年３月 25 日 

文教福祉委員会所管事項説明資料 

教育委員会事務局指導課 



p. 2 

 

 

学校部活動地域展開に関する補助について 

 

休日の学校部活動の地域展開を推進するため、令和８年度事業におきまして国等の補助

金を活用し、次の事業を実施する予定です。 

 

 

①【地域クラブ活動費支援補助】※新規 

目  的 ：地域クラブ活動団体が実施する費用の一部を支援し、活動環境の整備を  

図るとともに参加者の負担額を軽減する。 

条  件 ：認定地域クラブ活動として認定を受けた団体 

対象経費 ：諸謝金、旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、備品費、消耗品費等 

事 業 費 ：26,020 千円（国補助 1/3、県補助 1/3、市負担 1/3：8,674 千円） 

 

 

②【地域クラブ活動参加費生活困窮家庭支援】※新規 

目  的 ：参加意思があるにもかかわらず、家庭が経済的に困窮していることによ

り参加できない生徒が生じないようにするため支援を行います。 

条  件 ：認定地域クラブ活動として認定を受けた団体が行う活動への参加 

対象生徒：経済的困窮世帯（生活保護世帯、就学援助世帯など）の生徒 

対象費用 ：活動への参加費、保険料 

事 業 費 ：10,746 千円（国補助 1/2、市負担 1/2：5,373 千円） 

 

 

③【学校部活動地域展開コーディネーター配置】※継続（R7d は実証事業として配置） 

目  的 ：学校部活動の地域展開を推進するため、コーディネーターを配置し、地

域クラブ活動団体の発掘から中学生の受け入れまで等の交渉等を担う。 

事 業 費 ：1,125 千円（国補助 1/3、県補助 1/3、市負担 1/3：375 千円） 

 

  



p. 3 

【試行期間】プレ活動実施状況（１５種目３９団体） 

【2月末現在】 

 競技（種目） 団体数 参加人数 備考 

1 軟式野球 １団体 73 人 2 会場分散 

2 サッカー ５団体 74 人  

3 ソフトボール ４団体 51 人  

4 ソフトテニス １団体 約 140 人 1 日 2 教室 

5 陸上競技【中長距離】 １団体 15 人  

6 バレーボール ４団体 144 人  

7 バスケットボール ３団体 124 人 1 団体は 3会場分散 

8 卓球 ４団体 16 人  

9 体操競技 １団体 10 人  

10 柔道 ４団体 35 人  

11 剣道 ５団体 32 人  

12 吹奏楽 ３団体 73 人  

13 合唱 １団体 4 人  

14 ニュースポーツ １団体 0 人  

15 なぎなた １団体 2 人  

計 39 団体 約 793 人  

 



令和８年３月25日 別添　

【試行期間】ひたちなか市地域クラブ活動　運営団体及び会場等一覧 2026/3/11

1 軟式野球 ひたちなかベースボールクラブ 市内中学校グラウンド 土or日　9:00～12:00 1回 1,000円 全域 4回実施（2会場分散）　73人

2 サッカー 佐野ＧＥＳＣ 佐野中学校グラウンド 土　　　9:00～12:00 佐野中学区 2回実施　21人

3 サッカー 六ツ野サッカー少年団 大島中学校グラウンド 土or日 13:00～15:00 全域 1回実施　6人

4 サッカー
総合型地域スポーツクラブみなとwaiwaiクラブ

ソルチJYサッカー教室
しおかぜみなとグラウンド
那珂湊中学校グラウンド

木　　 19:00～21:00
土or日　9:00～12:00

1回500円 全域 2回実施　26人

5 サッカー ひたちなかＫＴＰフットボールクラブ ＫＴＰスポーツパーク 土　　 10:00～12:30 1回500円
１回
30名程度

全域 4回実施　6人

6 サッカー 勝田一中サッカークラブ（仮称） 勝田第一中学校グラウンド　 土　　　8:30～11:30 一中学区 2回実施　15人

7 ソフトボール 茨城アストロプラネッツ（中体連参加） 旧笠間東中グラウンド 土or日  9:00～12:00 月5,000円 全域 新規参加者なし　20人在籍

8 ソフトボール 東石川少年団 東石川小学校グラウンド 土or日  8:30～12:30 全域 0人

9 ソフトボール ひたちなか市ソフトボール教室 勝田第三中学校グラウンド 土or日  9:00～12:00 月1,500円 全域 4回実施　31人

10 ソフトボール 勝田Braves少年団 市毛小学校グラウンド 土or日  8:00～12:00 全域 0人

11 ソフトテニス ひたちなか市ソフトテニス教室 大島中学校テニスコート 土or日  9:00～12:00 1回 500円 全域 8回実施（1日2教室）各回20～40人参加

12 陸上競技
（中長距離）

ひたちなかランナーズ（仮称） 市総合運動公園陸上競技場　他 土or日  9:00～11:00
競技場利用料

1回 80円
20名程度 全域 2回実施　15人

13 バレーボール ひたちなか市バレーボール教室 美乃浜学園体育館 土or日  9:00～12:00 月1,500円 全域 2回実施　74人

14 バレーボール みなとバレーボール少年団 勝田第一中学校体育館 土or日  9:00～12:00 全域 1回実施　7人

15 バレーボール ＴＢＫバレーボール 田彦中学校体育館 土or日  9:00～12:00 月　500円 全域 1回実施　41人

16 バレーボール 勝田一中バレーボールクラブ（仮称） 勝田第一中学校体育館 土or日  9:00～12:00 一中学区 4回実施　22人

17 バスケットボール ＢＬＡＣＫ　ОＲＣＡ 美乃浜学園体育館 　 土or日　18:30～20:30 全域 新規参加者なし　16人在籍

18 バスケットボール
ひたちなか市バスケットボール協会
　HITACHINAKA  NOVA （男) ARCAS（女）

市内中学校体育館　他 土or日  8:30～11:30 月2,000円 全域 4回実施（3会場分散）　85人

19 バスケットボール 勝田二中バスケットボールアカデミー 勝田第二中学校体育館 土　　 13:00～16:00 1回500円 二中学区 2回実施　23人

20 卓球 二中学区少年団 津田コミセン 土      9:30～11:30 全域 2回実施　5人

種目No. 団体名 活動日時 活動費活動場所 定員 対象範囲

部活動をベースにした活動（兼職兼業の教員と地域が連携）

少年団・道場をベースにした活動

社会人の活動をベースにした活動

その他

試行期間中の活動状況

文教福祉委員会所管事項説明



21 卓球 佐野中学区少年団 佐野コミセン 土     13:00～15:00 10名程度 佐野中学区 4回実施　3人

22 卓球 田彦中学区少年団 田彦コミセン 土     10:30～12:00 10名程度 田彦中学区 4回実施　4人

23 卓球
総合型地域スポーツクラブみなとwaiwaiクラブ

卓球教室
しおかぜみなと体育館

土or日　9:30～11:30
　　　 13:30～15:30

全域 4回実施　4人

24 体操競技 ひたちなか体操クラブ 勝田第一中学校体育館
土　　　9:00～12:00
月木   18:00～21:00

全域 4回実施　10人

25 柔道 昭道館池内道場（中体連参加） 昭道館池内道場
土     14:30～17:00
月水金 18:45～21:00

コース別料金 全域 新規参加者なし　12人在籍

26 柔道 舞鶴柔道クラブ（中体連参加） 水戸刑務所柔道場
土      9:00～12:00
火木金 19:30～21:00

月1,500円 全域 新規参加者なし　15人在籍

27 柔道 E.N.A柔道スクール（中体連参加） 佐野中学校柔道場
土      9:00～12:00
月水金 19:30～21:00

月2,000円 全域 新規参加者なし　3人在籍

28 柔道 望海柔道塾 勝田第二中学校柔道場
土     17:00～19:00
月水   19:30～21:00

月1,000円 全域 新規参加者なし　5人在籍

29 剣道 若汐会
しおかぜみなと体育館
那珂湊中学校柔剣道場

火木金 19:00～20:30 年5,000円 全域 新規参加者なし（平日のみ）5人在籍

30 剣道 青藍館 枝川小学校体育館
土     16:30～19:00
火木   20:00～21:00

月3,000円 全域 新規参加者なし　9人在籍

31 剣道 勝田若葉会 勝田若葉会剣道場 月水金 19:45～20:45 月5,000円 全域 新規参加者なし（平日のみ）　23人在籍

32 剣道 たびこ清剣会 田彦中学校武道場
土      8:30～12:00
火木　 19:00～21:00

全域 4回実施　7人

33 剣道 大成会 勝田第一中学校武道場 土      9:00～12:00 全域 2回実施　16人

34 吹奏楽
ひたちなかフィルハーモニー
    ウインドオーケストラユース

東石川小学校体育館 土or日  9:00～12:00 月1,500円 全域 4回実施　67名

35 吹奏楽 ネモフィラ吹奏楽団 佐野小学校体育館　他 日      9:00～12:00 月3,000円 全域 新規参加者なし　2人在籍

36 吹奏楽 ひたちなか市民吹奏楽団 東石川小学校体育館 土     18:00～21:00 月1,000円 全域 新規参加者なし　4人在籍

37 合唱 勝田混声合唱団 一中地区コミセン 日     13:30～15:30 月1,000円 全域 6回実施　4人参加

38 ニュースポーツ
総合型地域スポーツクラブみなとwaiwaiクラブ

ニュースポーツ教室
しおかぜみなと体育館 土or日  9:30～11:30 全域 0人

39 なぎなた 勝田なぎなたクラブ 勝田若葉会剣道場 土     10:00～12:00
入会金1,500円

月1,000円
10名程度 全域 0人

活動費 定員 対象範囲 試行期間中の活動状況

部活動をベースにした活動（兼職兼業の教員と地域が連携）

少年団・道場をベースにした活動

社会人の活動をベースにした活動

その他

No. 種目 団体名 活動場所 活動日時



令和８年３月２７日 

 

ひたちなか市議会 

議長 薄 井 宏 安 殿 

 

文教福祉委員会 

委員長 加 藤 恭 子 

 

 

閉会中の継続調査申出書（案）  

 

 

 本委員会は，所管事務のうち次の事件について，閉会中の継続調査を要するものと決定したの

で，会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 件 名 

（１）福祉行政について 

（２）教育行政について 


